
自動車の運転等危険を伴う作業について注意喚起が求められる医薬品への対応自動車の運転等危険を伴う作業について注意喚起が求められる医薬品への対応自動車の運転等危険を伴う作業について注意喚起が求められる医薬品への対応自動車の運転等危険を伴う作業について注意喚起が求められる医薬品への対応

（1）添付文書【警告】欄に、自動車運転等の禁止に関する記載がある医薬品

　＜システム＞

　　⇒ 当該医薬品の処方オーダ発行時に次ﾍﾟｰｼﾞ①のとおり患者説明文書が自動で出力される。

　　　 院外処方箋の薬品名欄外に、「運転等禁止薬」「運転等禁止薬」「運転等禁止薬」「運転等禁止薬」（次ﾍﾟｰｼﾞ②）と表示する。

　＜医師＞

　　⇒ 運転しないことを患者に確認し、患者が拒否した場合には他剤に変更する。

　＜薬剤師・保険薬局薬剤師＞

　　⇒ 「くすりの情報」に添付文書情報を記載する。また、添付文書上では自動車運転等は

　　　 禁止されていることの説明により注意喚起を行う。

（2）添付文書【重要な基本的注意】欄に、自動車運転等に「従事させない、従事させない

　 　ように注意すること」のような表現の記載がある医薬品

　＜システム＞

　　⇒ 院外処方箋の備考欄に、「運転等注意薬」「運転等注意薬」「運転等注意薬」「運転等注意薬」（次ﾍﾟｰｼﾞ②）と表示する。

　＜医師＞

　　⇒ 患者がてんかん等の疾患で一定の症状を有しないことを確認してから処方する。

　　　 なお、患者もしくは保険調剤薬局からの問い合わせに対しては、添付文書上では

　　　 自動車運転等は原則禁止されていることを説明し、場合によっては代替薬を処方

　　　 する。

　＜薬剤師・保険薬局薬剤師＞

　　⇒ 「くすりの情報」に添付文書情報を記載する。また、処方箋では病名や症状等が

　　　 不明なため、添付文書上では自動車運転等は原則禁止されていることの説明に

　　　 より注意喚起を行う。
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②院外処方箋の薬品名右欄外に、『運転等禁止薬』『運転等禁止薬』『運転等禁止薬』『運転等禁止薬』、『運転等注意薬』『運転等注意薬』『運転等注意薬』『運転等注意薬』が印字される。

①「一括発行」時に印刷され、院外処方箋とともに患者に渡す。

　電子カルテにも「文書作成」として保管される。
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